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〇表題 体が直接に管理運営してきたが、 高度経済成長期に地域
公立劇場は全国に 2千を超え、 地域の文化的なインフ の文化活動の活性化等を受け、 ま た国の内需拡大に向け

ラとなっている。多く は高度経済成長期に 建設され、 設備· た地方債等の支援の後押しもあり、 右肩上がりに増加し

機器の更新や耐震を含め た大規模改修の時期を迎えてい た。 併せて、 管理運営が自治体出資の外郭団体に移行し

るが、 地方財政の悪化もあり対応 は進まず、 閉館に至る ていった。

施設も散発している。 ま た 、 指定管理者制度が導入され 2千を超える施設の中では、 自らが舞台芸術公演の企

て20年が経過し、 経費の削減が優先されたことで、 現場 画・制作を行い、 他施設と連携して発信を行う創造型劇

に は様々な影響が発生している。 場や域内の教育，福祉施設等と連携して、 出前ワ ー ク
一 方で、 コロナ禍を 経て、 様々な社会環境の変化が顕 ショップ等のアートリ ー チ事業を積柩的に行う地域の施

在化するとともに劇場に求められる役割も多角化してき 設も 一定数ある。 一 方で運営賛や維持質が自治体の負担

ている。 劇場法の指針の見直しが検討にあがる中で、 現 となり、 事業 は貸館の みに限られている施設もある。

状と課題を再確認するとともに現場からの 対応策につい 多くの施設 は建設から 30年 以上が経過し、 機材・設備

て考察する。 の更新や特定天井を含む耐裳対策 、 バリアフリ ー化 対応

を はじめ 、 大規模修繕や改修時期を迎えているが、 自治

〇公立劇場の現状と課題 体の財政難から 対応が遅れがちで、 更に近年 は建設資材

2025年 1月9日、 文化庁で文化審議会 （第1期）文化 や人件裁の 高騰が追い打ちをかけている。 日常・定期点

施設部会が初開催された。 社会的変化の中で、 劇場、 音 検を踏まえた劣化へのこまめな保守やト ー タルコストを

楽堂等と美術館 、 博物館の在 り方について検討が進めら 縮減•平準化する ための個別施設計画（インフラ長寿命

れ、 直面する課題として「人的資源の制約」、「予算・運 化基本計画）の策定が必要となる。

営 資金の制約」、「地域間の格差」が挙げられた。 今後 、 滋賀県野洲市（旧中主町）に黒川紀章氏設計により

劇場、 音楽堂等では、「劇場、 音楽堂等の事業の活性化の 1992年に開館した「さざなみホ ー ル」（直営 497席） は、

ための取組に関する指針」の見直し等が検討される。 老朽化を理由に 2024年末で閉館が検討されるなど、 空調

地方 自治体が設置した公立劇場（舞台芸術の上演が可 設備 や照明設備等多額の贄用負担が伴う更新や今後の 運

能なステー ジと客席を備えた公の施設） は、 文部科学省 営 費負担から 閉館に 追い込まれる施設も散発してきてい

の「 社会教育調査」（令和3年度）によると固定席 300席 る。

以上のホ ー ルを有する施設が1,832施設。 小規模施設も

掲載している公益社団法人全国公立文化施設協会 （以下、 〇劇場、 音楽堂等の活性化に関する法律

「公文協」と いう）の施設名簿(2023年 度）では、 更に 2012年に制定された「劇場、 音楽堂等の活性化に関す

増えて2,140施設にのぼる。 基礎自治体が1,700余りなの る 法律」（以下、「劇場法」と いう）における「現状」と

でほぼ各自治体に 1施設 は存在し、 平成の大合併により して、 その活動 は「多くの場合は、 貸館公派が中心」と

複数施設を抱える基礎自治体もある。 公文協野村萬斎会 され、「主な課題」として、「劇場、 音楽堂等としての機

長の言葉を借りれば、「 全国津々浦々に広がっている」。 能が十分に 発揮されていない」ことが挙げられた。 前文

いわば、 全国に張り巡らされた文化的なインフラと言え では、劇場、音楽堂等 は「地域の文化拠点である」とされ、

る。 地域コミュニティの「新しい広場」であり、「公共財とも

戦後に集会施設として設置され、 公の施設として自治 いうべき存在」とされた。 その後に告示された「指針」

に記載されている「地方公共団体の取組に関する事項」は、

＊公益社団法人全国公立文化施設協会 「目的を達成する ため適切な対応を行う」とされているが、

E-mail : kishi@zenkoubun.jp 多くが「～よう努め るものとする」など、 努力義務的な
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